
販売委託契約（土場活用）
（材積18,590㎥）

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署長
北村　大

長野県木曽郡
上松町正島町
1-4-1

令和8年4月1日 木曽官材市売協同組合
長野県木曽
郡上松町正
島町2-45

会計法第29条
の3第4項（企
画競争）

- - 23,485,000 - - - - 13 0 - 単価契約

大洞国有林外 森林環境保全整備事業 岐阜３
(新植植付8.31ha、新植地拵0.86ha、下刈20.28ha
ほか）

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長
神崎　弘治

岐阜県下呂市
小坂町大島
1643-2

令和8年4月15日 有限会社松橋林工
岐阜県中津
川市加子母
1462-11

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- 26,369,200 25,960,000 98.4% - - - 3 - - -

製品生産請負事業（伐採・造林一貫作業ほか北
信5黒姫山）
（皆伐対象面積5.00haほか）

分任支出負担行為担当官
北信森林管理署長
屋敷　昌司

長野県飯山市
飯山1090-1

令和8年4月22日
北信木材生産センター
協同組合

長野県長野
市大字穂保
字中ノ配342
番地

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- 125,653,536 125,400,000 99.7% - - - 1 - - -

蘭地区建設機械借上
（ホイールローダ105時間ほか、重機運搬4回）

分任支出負担行為担当官
木曽森林管理署南木曽支
署長
井口　智

長野県木曽郡
南木曽町読書
3650-2

令和8年4月23日
みどり産業株式会社木
曽営業所

長野県木曽
郡上松町大
字上松188番
18

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- - 3,296,700 - - - - 1 0 - 単価契約

収穫調査業務委託　岐阜２
(収穫調査及びその取り纏め)

分任支出負担行為担当官
岐阜森林管理署長
神崎　弘治

岐阜県下呂市
小坂町大島
1643-2

令和8年4月27日
一般財団法人 日本森林
林業振興会 名古屋支部

愛知県名古
屋市熱田区
白鳥一丁目８
番２号

予決令第99条
の2（不落・不
調随意契約）

- - 4,316,598 - - - - 2 - - -

販売委託契約
(数量300m3）

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長
渡部　謙太

岐阜県中津川
市付知町
8577-4

令和8年5月1日 加子母森林組合
岐阜県中津
川市加子母
4872番地の5

会計法第29条
の3第4項（企
画競争）

- - 6,000,000 - - - - 13 0 - 単価契約

販売委託契約
(数量1,700m3)

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長
渡部　謙太

岐阜県中津川
市付知町
8577-4

令和8年5月1日
岐阜県森林組合連合会
東濃林産物共販所

岐阜県恵那
市長島町永
田字城ヶ洞
307-69

会計法第29条
の3第4項（企
画競争）

- - 34,000,000 - - - - 13 0 - 単価契約

販売委託契約
(数量1,000m3)

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長
渡部　謙太

岐阜県中津川
市付知町
8577-4

令和8年5月1日 木曽官材市売協同組合

長野県木曽
郡上松町正
島町2丁目45
番地

会計法第29条
の3第4項（企
画競争）

- - 20,000,000 - - - - 13 0 - 単価契約

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。

物品役務等の名称及び数量

契約担当官等の氏名並びにその所属する
部局の名称及び所在地

名　称

国認定、
都道府県
認定の区
分

契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

所在地

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

住　所

随意契約によ
ることとした会
計法令の根拠
条文（企画競
争等）

競争性のない随意契約
によらざるを得ない理由

商号又は名称

契約金額

別紙様式５

特別な競
争参加資
格
（※提案者
の数が１
の場合の
記載事項）

再就職の
役員の数
（※契約の
相手方が
農林水産
省が所管
する特例
社団法人
又は特例
財団法人
の場合の
記載事項）

提案者の
数

予定価格 落札率

うち公益
社団法人
又は公益
財団法人
（特例社団
法人又は
特例財団
法人を含
む。）

備 考

公益法人の場合

公益法人
の区分


